
○江田島市豪雨による流入土砂等撤去事業補助金交付要

綱  

平成３０年８月２日  

制定  

改正  平成３０年１２月２１日  

令和元年６月２８日  

（趣旨）  

第１条  この要綱は，平成３０年７月豪雨災害により土砂被害を受

けた江田島市内の住家等敷地において，当該土砂等の撤去又は当

該住宅等敷地に隣接するがけ地の復旧により，二次災害の防止及

び土砂被害を受けた住民の早期の生活再建を図るため，豪雨によ

る流入土砂等撤去事業補助金（以下「補助金」という。）を予算

の範囲内において交付することについて，江田島市補助金等交付

規則（平成１６年江田島市規則第５０号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。  

（用語の定義）  

第２条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

(１ ) 住家等敷地  日常生活の用に供している建物又はその用に

供することができる建物（以下「住家等」という。）と一体とし

て利用している敷地をいう。  

(２ ) がけ地  前号の住家等敷地に隣接する土地であって，当該

住家等敷地に対する高低差が２メートルを超え，かつ，傾斜角が

３０度以上のものをいう。  

(３ ) 復旧  原則として原形に戻すことを目的として施工する工

事をいう。  

(４ ) 土砂等  土砂，石，岩，樹木，がれき，木材等をいう。  

(５ ) 土砂被害  大雨，強風，地震その他異常な自然現象により

発生したがけ崩れ，地すべり，土石流，河川氾濫等による土砂等



の住家等敷地への流入をいう。  

(６ ) 事業実施者  土砂被害により発生した土砂等の撤去を実施

する住家等敷地若しくはがけ地（以下これらを「交付対象土地」

という。）を所有若しくは管理する者又は交付対象土地を所有若

しくは管理する者から委任を受けて実施する者をいう。  

(７ )  業 者  業 務 と し て 土 砂被 害 に よ り 発 生し た 土 砂 等 を 撤去 し ，

及び適正に処分する者又はがけ地を復旧する者をいう。  

(８ ) り災証明書  災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）

第９０条の２に規定する災害により被災した住家等の被害の程

度を市長が証明する書面をいう。  

(９ ) 被災証明書  災害により住家等以外の動産又は不動産の被

災状況を江田島市に届 け出たことを，市長が証明する書面をいう。 

（補助金交付対象者）  

第３条  補助金交付対象者は，住家等の土砂被害でり災証明書の全

壊，大規模半壊，半壊又は半壊に至らないのいずれかの判定を受

けた事業実施者であって，土砂被害により発生した交付対象土地

の土砂等の撤去又はがけ地の復旧を自力では実施できない者とす

る。ただし，り災証明書交付申請を行ったが，り災証明書の判定

対象とならなかった場合で，住家等敷地内の動産若しくは不動産

の被災証明書又は被災した実状の分かる写真により住家等敷地の

土砂被害の状況が確認できる場合の事業実施 者も対象とする。  

（補助金交付対象経費等）  

第４条  補助金交付対象経費は，補助金交付対象者が業者に支払っ

た費用のうち，住家等敷地から土砂等を撤去し，適正に処分する

ための費用（土砂等の処分費並びに車両及び重機等の賃借料を含

む。以下「撤去費用」という。）又はがけ地を復旧するための費

用（以下「復旧費用」という。）とする。  

２  補助金の額は，交付対象土地の区分に応じて，次の表に定める

額とする。  



交付対象土地の区分  補助金の額  補助金の額の限度額  

住宅等敷地  前項の撤去費用  ６０万円  

がけ地  前項の復旧費用に２

分の１を乗じて得た

額  

６０万円  

３  補助金の交付回数は，１回の土砂被害において，交付対象土地

１件当たり，通算して前項に定める補助金の額の限度額に至るま

で交付することができるものとする。  

４  同一の交付対象土地について複数の補助金交付対象者があると

きは，当該補助金の交付は，当該補助金交付対象者のうち１人に

限るものとする。  

５  第２項の補助金の額に１円未満の端数がある場合は，これを切

り捨てた額を補助金の額とする。  

（補助金の交付の申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする事業実施者（以下「申請者」

という。）は，次項に規定する期限まで（以下「申請期限」とい

う。）に，豪雨による流入土砂等撤去事業補助金交付申請書（様

式第１号。以下「申請書」という。）に次の書類を添えて市長に

申請するものとする。  

(１ ) り災証明書の写し  

(２ ) 撤去費用又は復旧費用の内訳・数量等の詳細が記載された

業者見積書の写し  

(３ ) 撤去費用又は復旧費用の内訳・数量等の詳細が記載された

業者請求書及び領収書の写し  

(４ ) 撤去費用又は復旧費用に係る範囲・数量等を示した付近見

取図，平面図及び断面図  

(５ ) 土砂等の撤去又はがけ地の復旧前の状況が確認で きる写真  

(６ ) その他市長が必要と認めるもの  



２  申請期限は，令和元年１２月２５日までとする。ただし，申請

期限日が地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第４条の２に規

定する市の休日に当たるときは，市の休日の翌日をもってその期

限とする。  

３  申請者は，当該要綱が適用する日以降に実施した事業について

申請することができる。  

４  第１項第１号に規定するり災証明書の写しは，第３条ただし書

きの規定に該当する場合は，住家等敷地内の動産若しくは不動産

の被災証明書又は被災した実状の分かる写真に代えることができ

る。  

５  第１項 第２号に規定する業者見積書の写しは，第１項第３号に

規定する業者請求書及び領収書の写しが申請書へ添付される場合

は省略することができる。  

６  第１項の規定にかかわらず，市長は，同項各号に規定する書類

のうち必要がないと認めるものについては，その添付を省略させ

ることがある。  

７  第２項に規定する申請期限は，天災その他やむを得ない事情が

ある場合には，その期限を翌月の末日まで延長することができる。 

（補助金の交付決定）  

第６条  市長は，前条の申請書を受理したときは，その内容を審査

し，適正と認めるときは補助金の交付決定を 行い，豪雨による流

入土砂等撤去事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により申

請者にその旨を通知する。  

２  市長は，前項の場合において，適正な交付を行うため必要があ

るときは，補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて

補助金等の交付の決定をすることがある。  

（補助金の不交付）  

第７条  市長は，前条の規定による審査の結果，補助金を交付しな

いことを決定したときは，申請者に対し，豪雨による流入土砂等



撤去事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）によりその旨を

通知する。  

（事業の着手）  

第８条  申請者は，土砂等の撤 去又はがけ地の復旧の実施について，

補助金の交付決定前に着工する場合は，豪雨による流入土砂等撤

去事業補助金の交付決定前着手届（様式第４号）を市長に提出す

るものとする。  

（補助金の変更）  

第９条  申請者は，補助事業の内容を変更又は中止しようとすると

きは，速やかに豪雨による流入土砂等撤去事業補助金の事業計画

変更承認申請書（様式第５号）を市長に提出し，豪雨による流入

土砂等撤去事業補助金交付変更決定通知書（様式第６号）による

承認を受けるものとする。  

２  第６条及び第７条の規定は，前項の規定による変更の申請があ

った場合 について準用する。  

（実施報告）  

第１０条  申請者は，補助事業が完了したときは，次項に規定する

期限まで（以下「実施報告期限」という。）に，豪雨による流入

土砂等撤去事業補助金実施報告書（様式第７号）に次の書類を添

えて，市長に提出しなければならない。ただし，第５条の申請書

に添えて既に提出している書類は省略することができる。  

(１ ) 撤去費用又は復旧費用の内訳・数量等の詳細が記載された

業者請求書及び領収書の写し  

(２ ) 撤去費用又は復旧費用に係る範囲・数量等を示した付近見

取図，平面図及び断面図  

(３ ) 土砂等の撤去又はがけ地の復旧後の状況が確認できる写真  

(４ ) その他市長が必要と認めるもの  

２  実施報告期限は，補助事業完了の日から起算して１月を経過し

た日又は令和２年３月３１日のいずれか早い日とする。ただし，



実施報告期限日が地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第４条

の２に規定する市の休日に当たるときは，市の休日の翌日をもっ

てその期限とする。  

（補助金の額の確定）  

第１１条  市長は，前条の実施報告書が提出された場合は，速やか

にその内容の審査を行い，適合すると確認したときは，交付すべ

き補助金の額を確定し，豪雨による流入 土砂等撤去事業補助金交

付額確定通知書（様式第８号）により申請者に通知するものとす

る。  

（補助金の請求）  

第１２条  第６条の交付決定を受けた者は，前条の規定により補助

金の額の確定を受けたときは，豪雨による流入土砂等撤去事業補

助金交付請求書（様式第９号）により市長に請求を行うものとす

る。  

（補助金の交付）  

第１３条  市長は，前条の請求書が提出されたときは，速やかに補

助金を交付するものとする。  

（決定の取消し）  

第１４条  規則第１８条の規定による補助金等の交付の決定の全部

又は一部の取消しについては，豪雨による流入 土砂等撤去事業補

助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により行うものとする。  

（補助金の返還）  

第１５条  規則第１９条の規定による補助金の返還にあっては，豪

雨による流入土砂等撤去事業補助金返還命令書（様式第１１号。

以下「返還命令書」という。）により期限を定めてその返還を命

ずるものとする。  

２  前項の返還命令書に指定する納付期限は，返還命令書を発した

日の翌日から起算して１４日以内においてこれを定めるものとす

る。  



（帳簿等の保存期間）  

第１６条  規則第２２条の市長が定める期間は，補助事業の完了し

た日から起算して５年を経過した日の属する市の会計年度の末日

までとする。  

（暴力団の排除）  

第１７条  市長は，申請者が次の各号のいずれかに該当するときは，

前条までの規定にかかわらず，補助金を交付しないものとする。  

(１ ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）又は同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）  

(２ ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者  

２  市長は，補助金の交付決定を受けた者が前項各号のいずれかに

該当すると認め たときは，第６条の規定による交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。  

（その他）  

第１８条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に

定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は，平成３０年８月２日から施行し，平成３０年７月

５日から適用する。  

（この要綱の失効）  

２  この要綱は，令和２年３月３１日限り，その効力を失う。  

附  則（平成３０年１２月２１日）  

この要綱は，平成３０年１２月２１日から施行し，平成３０年７

月５日から適用する。  

附  則（令和元年６月２８日）  

この要綱は，令和元年６月２８日 から施行し，平成３０年７月５



日から適用する。  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係）  

様式第２号（第６条関係）  

様式第３号（第７条関係）  

様式第４号（第８条関係）  

様式第５号（第９条関係）  

様式第６号（第９条関係）  

様式第７号（第１０条関係）  

様式第８号（第１１条関係）  

様式第９号（第１２条関係）  

様式第１０号（第１４条関係）  

様式第１１号（第１５条関係）  

 


